
Ｑ1   退職金支給報告書に印字された退職者名と添付書類に記載された氏名が異なる場合

どうしたらよいですか。

Ａ 退職金支給報告書の備考欄に変更内容をご記入ください。

＜記入例＞ 婚姻（養子縁組、離婚等）により、私学花子から財団花子へ姓を変更

Ｑ2   退職金支給報告書が提出できなかった場合どのようにしたらよいですか。

Ａ 退職金支給報告書の提出がない場合、退職資金の交付ができなくなります。そのため、

退職者に退職金を交付した場合、速やかに退職金支給報告書のご提出をお願いします。

なお、特別な事情で提出が遅れる場合は、財団までご連絡ください。

Ｑ4   財団から交付された退職資金額より、退職者に支払った退職金額が下回った場合は

どのように対応したらよいですか。

Ａ 財団から交付された退職資金額より、退職者に支払った退職金額が下回った場合、

その差額分を財団に返納していただきます。その差額を退職金支給報告書の「7．退

職資金返納額」にご記入ください。後日、財団より、退職資金返納に係る事務手続

きについてお知らせします。

Ｑ3   退職所得の源泉徴収票・特別徴収票の「受給者交付用」はどこを見ればわかります

か。

Ａ

○年度　退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

（
受

給
者

交

付

用

）

こちらをご確認ください。

「税務署提出用」（マイナンバーの記載欄があるもの）では、

マイナンバーの記載がない場合でも受付できませんので、

ご注意ください。
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